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国民健康保険と老人保健 …

国民年金制度について ……

街かどスケッチ ……………

お知らせ・情報 ……………

税だより ……………………

町民のうごき ………………

コンピューターグラフィック
でシールを作り、初めて優秀賞
を受賞した石田さん。「びっく
りしました。家族みんなで見に
行きたいですね。」と話してく
れました。
ねこが大好きなので、デザイ

ンしたそうです。

第31回県ジュニア展において岡本拓也くん（曽根小５年）が絵画
部門で、石田文菜さん（西川中３年）がデザイン部門で優秀賞を受
賞しました。
県ジュニア展は12月13日まで県民会館で行っています。

諏訪大橋から見た西川を描き
2年連続で優秀賞を受賞した岡
本くん。「絵を描くことよりも
スポーツをしている方が好き。
でも、賞をもらえて、うれしい。」
と喜んでいました。
来年は特賞を目指してほしい

ですね。
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○
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担

限
度
額
の
改
正
内
容

高
額
療
養
費
制
度
は
、
同
じ
人
が

同
じ
月
内
に
、
同
一
の
医
療
機
関
に

支
払
っ
た
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の

３
割
（
ま
た
は
２
割
）
が
、
高
額
に

な
り
負
担
限
度
額
を
超
え
た
と
き

に
、
役
場
国
保
係
へ
申
請
に
よ
り

（
医
療
機
関
の
窓
口
で
委
任
払
方
式

の
場
合
も
あ
る
）
後
か
ら
限
度
額
を

超
え
た
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

こ
の
支
給
基
準
と
し
て
、
負
担
限

度
額
は
過
去
12
か
月
以
内
に
高
額
療

養
費
の
支
給
を
受
け
た
回
数
が
１
回

〜
３
回
の
と
き
と
、
４
回
目
以
降
で

は
異
な
る
自
己
負
担
限
度
額
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

こ
の
自
己
負
担
限
度
額
（
基
準
）

が
改
正
に
な
り
、
改
正
の
内
容
は
別

表
１
の
と
お
り
で
す
。

○
入
院
時
食
事
療
養
費
の
自
己

負
担
額
の
改
正
内
容

入
院
し
た
と
き
に
支
払
う
食
事
代

は
、
他
の
医
療
費
と
は
別
に
定
額

（
標
準
負
担
額
）
を
自
己
負
担
し
ま

す
。こ

の
自
己
負
担
す
る
額
が
一
部
改

正
に
な
り
、
改
正
の
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

○
海
外
で
治
療
を
受
け
た
場
合

も
国
保
が
使
え
ま
す

（
海
外
療
養
費
の
創
設
）

海
外
渡
航
中
の
病
気
や
け
が
の
治

療
に
つ
い
て
も
、
国
保
の
保
険
給
付

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

治
療
費
は
、
一
時
全
額
を
支
払
い

後
で
申
請
に
よ
り
、
保
険
給
付
の
７

割
（
ま
た
は
８
割
）
が
支
給
に
な
り

ま
す
。

○
長
期
入
院
の
た
め
に
住
所
を

移
す
場
合
は
、
移
す
前
の
住

所
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す

（
住
所
地
特
例
の
拡
大
）

長
期
入
院
の
た
め
に
、
住
所
地
を

を
入
院
先
の
医
療
機
関
に
移
す
場
合

が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
特
定
の
疾
病
な
ど
に

限
り
、
移
す
前
の
住
所
の
あ
る
市
区

町
村
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
あ
ら
ゆ
る
長
期
入
院
が
住
所

地
特
例
（
住
所
を
移
す
前
の
住
所
地

の
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
）
の
対
象

に
な
り
ま
す
。

①自己負担額の上限に上位所得者の�
　区分が新設になり、所得の高い方�
　の自己負担限度額が引き上げられ�
　ました。�
②医療を多く受けた人には、その分�
　に応じた加算がされます。�

●１回～3回のとき自己負担限度額�

住民税�

非課税世帯� 35,400円�

63,600円�

平成１２年１２月３１日まで� 平成１３年1月1日から�

住民税�

課税世帯�

住民税�
（これまでと同じ）�

非課税世帯� 35,400円�

○一般の方の場合�

　医療費が318,000円�
を超えた場合は、その�
超えた分の1％を加算�

63,600円�

○上位所得者の場合�

　医療費が609,000円�
を超えた場合は、その�
超えた分の1％を加算�

121,800円�

一般世帯�
（非課税世帯以外）�

●4回目以降の自己負担限度額�
　過去12カ月以内に、同じ世帯で４回以上高額療養費の�
支給を受けたとき、４回目以降は下記の金額を超えた分�
が支給されます。�

住民税�

非課税世帯� 24,600円�

37,200円�

平成１２年１２月３１日まで� 平成１３年1月1日から�

住民税�

課税世帯�

住民税�
（これまでと同じ）�

非課税世帯� 24,600円�

○一般の方の場合�
37,200円�

○上位所得者の場合�
70,800円�

一般世帯�
（非課税世帯以外）�

※　上位所得者とは、住民税算定の基礎とな�
　る総所得金額が700万円程度以上の人です。�

高額療養費の算定方法は、これまでと同じです。�

平成１３年�
1月1日から�

平成１２年�
１２月３１日まで�

一 般 世 帯�
（非課税世帯以外）�

１日当たり�
760円�

１日当たり�
780円�

１日当たり�
650円�

（変更なし）�

１日当たり�
500円�

（変更なし）�

１日当たり�
300円�

（変更なし）�

※に該当する方は「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、役場住民課�
　の窓口で申請してください。�

住民税非課税世帯等で老齢福�
祉年金を受けている方※�

過去12カ月の入院日数�
が90日を超える入院�

90日までの入院�住民税�
非課税�
世帯等※�

一般世帯（非課税世帯以外）の自己負�
担額が変更になります。�

別表1



平成１３年�
1月1日から�

平成１２年�
１２月３１日まで�

一 般 世 帯�
（非課税世帯以外）�

１日当たり�
760円�

１日当たり�
780円�

１日当たり�
650円�

（変更なし）�

１日当たり�
500円�

（変更なし）�

１日当たり�
300円�

（変更なし）�

※に該当する方は「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、役場住民課の窓口で申請し�
　てください。�

住民税非課税世帯等で老齢福祉年金を�
受けている方※�

過去12か月の入院日数�
が90日を超える入院�

90日までの入院�住民税�
非課税�
世帯等※�

一般世帯（非課税世帯以外）の自己負担額が変更�
になります。�
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老
人
医
療
改
正
点�
老
人
医
療
改
正
点�

○
窓
口
で
支
払
う
費
用
が

変
わ
り
ま
す

今
ま
で
は
「
一
日
い
く
ら
」
と

負
担
し
て
き
ま
し
た
が
、
原
則
と

し
て
か
か
っ
た
費
用
の
１
割
を
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
一
か
月
の
負
担
に
は

別
表
の
よ
う
な
負
担
方
法
も
あ

り
、
負
担
に
は
上
限
（
限
度
額
）

が
あ
り
ま
す
。

○
診
療
所
と
病
院
の
違
い
は

次
の
と
お
り
で
す

診
療
所
と
は
、
病
床
が
19
床
以

下
の
医
療
機
関
を
い
い
ま
す

①
か
か
っ
た
費
用
の
１
割
を
負

担・
薬
を
院
外
（
薬
局
）
で
処

方
し
た
場
合
、
診
療
所
と

な
お
、
従
来
は
国
等
で
負
担
さ

れ
て
い
た
外
来
の
薬
剤
に
か
か
る

一
部
負
担
は
廃
止
さ
れ
る
た
め
、

皆
さ
ん
が
薬
剤
費
用
の
一
部
を
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
高
額
療
養
費
に
つ
い
て

今
ま
で
は
「
一
日
い
く
ら
」
と

負
担
し
て
き
ま
し
た
が
、
原
則
と

し
か
か
っ
た
費
用
の
１
割
を
負
担

し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
一
か
月
の
負
担
に
は

別
表
３
の
よ
う
に
上
限（
限
度
額
）

が
あ
り
ま
ま
す
。

・
新
た
に
増
え
た
高
額
医
療
費
制
度

同
じ
世
帯
内
で
、
複
数
の
方

（
老
人
保
健
の
対
象
者
）
の
入
院

に
よ
り
医
療
費
が
高
額
に
な
り
、

次
に
よ
る
額
を
超
え
た
分
に
つ
い

て
支
給

①
一
般
世
帯
（
課
税
世
帯
）

・
同
じ
月
内
に
そ
れ
ぞ
れ
が

３
万
円
以
上
を
支
払
い
、
そ

の
合
計
が
３
７，

２
０
０
円

を
超
え
た
場
合

②
非
課
税
世
帯

・
同
じ
月
内
に
そ
れ
ぞ
れ
が

２
１，

０
０
０
円
以
上
を
支

払
い
、
そ
の
合
計
が
２
４，

６
０
０
円
を
超
え
た
場
合

○
老
人
訪
問
看
護
を

利
用
し
た
と
き

①
か
か
っ
た
費
用
の
１
割
を
負

担
（
限
度
額
３
千
円
）

②
一
日
６
０
０
円
の
定
額
負
担

（
一
か
月
５
回
ま
で
）

○
一
般
世
帯
（
非
課
税
世
帯
以
外
）

の
入
院
時
食
事
療
養
費
が

変
わ
り
ま
す

問い合わせ　役場住民課国民健康保険係　�８８－３１１１（内線１３１・１３４）

かかった費用の１割を負担�
（月額上限　37,200円）�

１日　1,200円�

・住民税非課税世帯等�
……月額上限　35,400円�
・住民税非課税世帯等で�
　老齢福祉年金受給者�
……………１日　500円�

平成１３年１月１日から�平成１２年１２月３１日まで�

入
　
　
　
院�

・住民税非課税世帯等�
……月額上限　24,600円�
・住民税非課税世帯等で�
　老齢福祉年金受給者�
……月額上限　15,000円�

定率１割負担�

老人医療を受けたときの一部負担金は定額でしたが、改�
正によりかかった費用に応じた定率１割負担（上限付）�
に変わります。�

１割負担（月3,000円まで）�

または�

１日800円（月４回まで）�

※診療所によって異なります。�

平成１３年１月１日から�

１日につき�
530円�

（月4回まで）�

外
　
　
　
　
　
　
　
来�

診
　
療
　
所�

病
　
　
　
院�

平成１２年�
１２月３１日まで�

院外（薬局）で薬を処方のとき�
※一つの医療機関ごとに支払いま�
　す。�

診療所と薬局でそれぞれ１割負担�
（診療所と薬局で1か月に�
　　　　それぞれ1,500円まで）�

１日800円の定額負担の診療所�
では薬局への支払いはありません�

●ベッド数が200床未満の�
　病院�
１割負担（月3,000円まで）�

診療所と薬局でそれぞれ１割負担�
（診療所と薬局で1か月に�
　　　　それぞれ1,500円まで）�

●ベッド数が200床以上の�
　病院�
１割負担（月5,000円まで）�

診療所と薬局でそれぞれ１割負担�
（診療所と薬局で1か月に�
　　　　それぞれ2,500円まで）�

薬
局
各
々
で
１
割
負
担

②
一
日
８
０
０
円
の
負
担

・
診
療
所
で
１
割
（
薬
局
で

の
負
担
な
し
）

病
院
と
は
、
病
床
が
20
床
以
上

の
医
療
機
関
を
い
い
ま
す

か
か
っ
た
費
用
の
１
割
を
負
担

①
病
床
が
２
０
０
床
未
満
の
病

院
で
は
、
費
用
を
１
割
と
院

外
（
薬
局
）
で
１
割
を
負
担

（
上
限
一
か
月
３
千
円
）

②
病
床
が
２
０
０
床
以
上
の
病

院
で
は
、
費
用
を
１
割
と
院

外
（
薬
局
）
で
１
割
を
負
担

（
上
限
一
か
月
５
千
円
）

入
院
し
た
と
き
に
支
払
う
食
事

代
は
、
他
の
医
療
費
と
は
別
に
定

額
（
標
準
負
担
額
）
を
自
己
負
担

し
ま
す
。
改
正
の
内
容
は
、
別
表

２
の
と
お
り
で
す
。

別表2

別表3



4

国
民
年
金
の
加
入
は
職
業
な
ど
に

よ
っ
て
、次
の
３
種
類
に
分
け
ら
れ
、

加
入
者
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の

40
年
間
国
民
年
金
保
険
料
を
お
さ
め

ま
す
。

で
年
金
は
増
額
に
支
給
さ
れ
ま
す
）

保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
り
、
種
別

変
更
手
続
き
を
忘
れ
て
い
る
と
、
老

齢
基
礎
年
金
も
障
害
基
礎
年
金
も
出

ま
せ
ん
。

保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
場
合
は
、
２

年
間
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
ら
れ
ま
す
。

２
年
以
上
過
ぎ
る
と
時
効
に
よ
り

納
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

第
２
号
被
保
険
者

会
社
員
や
公
務
員
の
保
険
料
は
給

料
か
ら
差
し
引
か
れ
て
い
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者

会
社
員
や
公
務
員
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者
。

第
１
号
被
保
険
者

自
営
業
・
農
業
・
無
職
・
自
由
業
者

の
人
と
そ
の
配
偶
者
や
学
生

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
納
め

ま
す
。
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

は
、
性
別
・
年
齢
・
所
得
に
関
係
な

く
一
律
で
す
。

保
険
料
　
月
額
１
３，

３
０
０
円

（
平
成
12
年
度
）

付
加
保
険
料
　
月
額
　
４
０
０
円

（
付
加
保
険
料
は
任
意
納
付
の
保
険
料

保
険
料
免
除
制
度
が
あ
り
「
法
定

免
除
」
・
「
申
請
免
除
」
・
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

法
定
免
除

①
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
を

受
け
て
い
る
人

②
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者

申
請
免
除

①
所
得
が
な
い
と
き

②
そ
の
他
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が

困
難
な
人
は

ど
う
し
た
ら
い
い
か
!!

が
著
し
く
困
難
な
特
別
の
理
由
が

あ
る
と
き

免
除
を
受
け
た
期
間
の
年
金
額
の
計
算

①
老
齢
基
礎
年
金
額
は
保
険
料
を
納

め
た
場
合
の
３
分
の
１
の
金
額
に

減
額
さ
れ
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度

平
成
12
年
４
月
か
ら
「
学
生
納
付

特
例
制
度
」
が
で
き
ま
し
た
。

①
　
対
象
者

大
学
・
短
期
大
学
・
専
門
学

校
等
の
学
生
（
夜
間
・
通
信
制

は
除
く
）

②
　
対
象
と
な
る
所
得
の
基
準

学
生
本
人
の
前
年
の
所
得
が

68
万
円
（
収
入
で
133
万
円
）
以

下
の
場
合
。
た
だ
し
、
給
与
所

得
控
除
や
基
礎
控
除
以
外
の
税

控
除
が
あ
る
方
や
、
障
害
者
の

方
は
、基
準
額
が
変
わ
り
ま
す
。

③
　
期
間
の
取
扱
い

年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要

な
期
間
に
な
り
ま
す
。
期
間
中

の
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ

た
場
合
や
亡
く
な
っ
た
場
合

は
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、

老
齢
基
礎
年
金
へ
の
加
算
は
あ

り
ま
せ
ん
。

10
年
以
内
な
ら
保
険
料
を
追

納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

追
納
し
た
場
合
は
、
納
付
し

た
場
合
の
年
金
額
と
同
じ
取
扱

い
に
な
り
ま
す
。

あなあなたは、何号何号？�あなあなたは、何号何号？�

第１号  被保険者�
自営業・農業・無職・自由業者�
の人とその配偶者や学生�

第２号  被保険者�
会社員や公務員�

第３号  被保険者�
第２号被保険者に扶養されてい�
る配偶者�

老
後
の
安
心  

国
民
年
金�

　
　
　
　
社
会
保
険
加
入
者
は  

厚
生
年
金�
老
後
の
安
心  

国
民
年
金�

　
　
　
　
社
会
保
険
加
入
者
は  

厚
生
年
金�
老
後
の
安
心  

国
民
年
金�

　
　
　
　
社
会
保
険
加
入
者
は  

厚
生
年
金�
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級
・
２
級
程
度
の
障
害
者
に
な
っ
た

と
き
や
、
20
歳
前
の
傷
病
で
障
害
者

に
な
っ
た
と
き
に
受
け
ら
れ
る
年
金

で
す
。

年
金
額
（
平
成
12
年
度
）

１
級
障
害
　
100
万
５，

３
０
０
円

２
級
障
害
　
80
万
４，

２
０
０
円

老
齢
基
礎
年
金
は
40
年
（
最
低
25

年
資
格
期
間
必
要
）
保
険
料
を
納
め

た
人
（
保
険
料
免
除
期
間
も
含
む
）

が
、
65
歳
に
到
達
し
た
と
き
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
で
す
。

年
金
額
（
平
成
12
年
度
）

80
万
４，

２
０
０
円

こ
の
年
金
額
は
20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
の
40
年
間
す
べ
て
の
保
険

料
を
納
め
た
場
合
で
す
。
保
険
料
を

納
め
た
期
間
が
40
年
に
満
た
な
い
場

合
は
、
そ
の
期
間
に
応
じ
て
減
額
に

持
さ
れ
て
い
た
18
歳
未
満
の
子
の
あ

る
妻
、
ま
た
は
子
が
受
け
ら
れ
る
年

金
で
す
。

年
金
額
（
平
成
12
年
度
）

80
万
４，

２
０
０
円

な
り
ま
す
。

ま
た
、
60
歳
か
ら
の
年
金
繰
上
げ

請
求
（
65
歳
以
降
の
年
金
繰
下
げ
申

出
）
し
た
場
合
は
表
の
よ
う
に
請
求

時
の
年
齢
に
よ
っ
て
年
金
額
が
減
額

（
増
額
）
に
な
り
ま
す
。

障
害
基
礎

年
金
は
、
国

民
年
金
加
入

中
に
病
気
や

ケ
ガ
で
１

遺
族
基
礎

年
金
は
、
国

民
年
金
の
加

入
者
が
亡
く

な
っ
た
と

き
、
そ
の
人

に
生
計
を
維

障
害
基
礎
年
金

遺
族
基
礎
年
金

老
齢
基
礎
年
金

繰　　上　　げ�
繰上げ請求年齢�

60歳�
61�
62�
63�
64

減額される率�
42％�
35�
28�
20�
11

繰　　下　　げ�
繰下げ申出年齢�

66歳�
67�
68�
69�
70歳以上�

増額される率�
12％�
26�
43�
64�
88

種
別
変
更
手
続
き
に
つ
い
て

○
会
社
等
に
就
職
し
厚
生
年
金
等
に

加
入
し
た
場
合
、
第
２
号
被
保
険
者

に
な
り
ま
す
。

○
配
偶
者
が
退
職
又
は
自
営
業
に
な

っ
た
場
合
、
国
民
年
金
に
加
入
し
第

１
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

○
第
２
号
被
保
険
者
が
退
職
し
、
厚

生
年
金
等
の
加
入
者
で
な
く
な
っ
た

場
合
、
第
１
号
被
保
険
者
に
変
わ
り

ま
す
。

扶
養
の
配
偶
者
も
第
３
号
被
保
険

者
か
ら
第
１
号
被
保
険
者
に
変
わ

り
、
年
金
保
険
料
を
か
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

○
会
社
員
と
結
婚
し
退
職
し
た
場

合
、第
３
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

○
配
偶
者
が
厚
生
年
金
等
に
加
入
し

た
場
合
、第
２
号
被
保
険
者
と
な
り
、

そ
の
人
の
扶
養
配
偶
者
は
第
３
号
被

保
険
者
に
変
わ
り
ま
す
。

○
年
金
の
種
別
変
更
手
続
き
や
年
金

の
請
求
は
本
人
の
申
出
に
よ
る
手
続

き
処
理
と
な
り
ま
す
。

必
ず
本
人
又
は
家
族
で
役
場
や
会

社
で
手
続
き
を
（
14
日
以
内
）
し
て

く
だ
さ
い
。

＊
な
お
、
扶
養
の
基
準
は
、
健
康
保

険
な
ど
で
被
扶
養
者
と
認
定
さ
れ
た

人
が
該
当
と
な
り
、
本
人
の
収
入
が

年
収
130
万
円
以
上
あ
る
場
合
は
、
第

３
号
被
保
険
者
に
該
当
せ
ず
、
第
１

号
被
保
険
者
に
な
り
、
国
民
年
金
保

険
料
を
か
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

老
齢
基
礎
年
金
等
（
65
歳
以
上

年
金
受
給
権
者
）
か
ら
介
護
保

険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

平
成
12
年
10
月
支
払
月
の
老
齢
基

礎
年
金
等
か
ら
介
護
保
険
第
１
号
被

保
険
者
（
65
歳
以
上
）
の
介
護
保
険

料
は
老
齢
基
礎
年
金
等
（
年
金
の
年

額
18
万
円
以
上
の
場
合
）
か
ら
天
引

き
さ
れ
ま
す
。

死
亡
一
時
金

受
給
要
件

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
死
亡
月

の
前
月
分
ま
で
の
保
険
料
を
、
死
亡

日
前
に
３
年
以
上
納
め
た
人
が
、
老

齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
の
い

ず
れ
も
受
け
な
い
ま
ま
死
亡
し
た
と

き
に
、
死
亡
し
た
人
と
生
計
を
同
じ

に
し
て
い
た
配
偶
者
を
第
１
順
位
と

し
て
支
給
さ
れ

ま
す
。

（
遺
族
基
礎
年
金
受

給
該
当
者
は
除
く
）

死
亡
一
時
金
の

額
保
険
料
を
納

め
た
期
間
に
応

じ
て
、
表
の
と

お
り
で
す
。

保険料を納めた期間�金　　額�
３年以上15年未満�
15年以上20年未満�
20年以上25年未満�
25年以上30年未満�
30年以上35年未満�
35年以上�

120,000円�
145,000円�
170,000円�
220,000円�
270,000円�
320,000円�

国
民
年
金
の
問
い
合
わ
せ
は

役
場
住
民
課
年
金
係

�
88
―
３
１
１
１

三
条
社
会
保
険
事
務
所

�
０
２
５
６
―
32
―
２
２
３
９

へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
老
齢
基
礎
年
金
の
繰

上
げ
請
求
減
額
率
・
繰
下
げ
請

求
増
額
率
の
改
正
に
つ
い
て

平
成
13
年
４
月
１
日
か
ら
国
民
年

金
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
請
求
減

額
率
及
び
繰
下
げ
請
求
増
額
率
が
、

表
「
繰
上
げ
減
額
率
・
繰
下
げ
増
額

率
の
改
定
」
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
繰
上
げ
減
額
率
・
繰
下
げ
増

額
率
は
、
平
成
13
年
４
月
以
降
に
60

歳
に
達
す
る
方
（
昭
和
16
年
４
月
２

日
以
後
生
ま
れ
）
の
年
金
請
求
か
ら

適
用
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
昭
和
16
年
４
月
１
日
以
前

生
ま
れ
の
方
の
老
齢
基
礎
年
金
請
求

繰
上
げ
減
額
率
及
び
繰
下
げ
増
額
率

に
つ
い
て
は
、変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

請求時の年齢�
60歳�
61歳�
62歳�
63歳�
64歳�
65歳�
66歳�
67歳�
68歳�
69歳�
70歳�

改正後（注）�
30％�
24％�
18％�
12％�
6％�
  ―�
8.4％�
16.8％�
25.2％�
33.6％�
42％�

現在の減額率・増額率�
42％�
35％�
28％�
20％�
11％�
―�
12％�
26％�
43％�
64％�
88％�

◆繰上げ減額率・繰下げ増額率の改定◆�

（注）改正後の率　○繰上げ減額率：「0.5％×繰り上げた月数」�
　　　　　　　　　○繰下げ増減額：「0.7％×繰り下げた月数」�
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渡
辺
　
湖
生

故
郷

ふ
る
さ
と

の
偉
人
を
た
た
え
菊
人
形

渡
辺
　
紅
華

菊
日
和
言
葉
や
さ
し
き
医
師
の
笑
み

市
橋
　
金
吾

朝
露
を
踏
み
て
菊
つ
む
手
の
し
び
れ

加
藤
　
静
江

菊
料
理
婆ば

ば

か
嫁
か
と
客
は
ほ
め

笹
川
カ
ツ
ヨ

節
く
れ
し
母
の
手
袋
が
手
菊
を
折
る

多
賀
　
也
寿

倒
れ
ぐ
せ
そ
の
ま
ま
黄
菊
咲
き
そ
め
し

星
　
　
良
三

ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
た
く
な
り
し
菊
日
和

山
際
　
伝
市

庭
隅
に
今
年
も
咲
き
し
小
菊
か
な

福
島
　
阿
支

菊
日
和
届
く
や
婚こ

ん

の
案
内
状

あ
ん
な
い
じ
ょ
う

森
　
　
　
武

宛
の
な
き
文ふ

み

書
き
て
み
る
夜
長
か
な

山
田
八
千
代

智
恵
の
輪
の
と
け
ぬ
二
人
に
秋
夜
長

吉
川
　
志
介

客
あ
れ
ば
九
谷
の
鉢
で
菊
膾

き
く
な
ま
す

俳
句

た。
各コートとも熱戦が展開され、見事！ニシヤン

チームが初優勝を飾りました。
結果は次のとおりです。

優　勝 ニシヤン
準優勝 ＴＨＥ　ＭＥＮ　Ⅱ
第３位 ようきひ
〃　 Ｗａｌｋｅｒ’ｓ

去る 1 1 月 1 2 日
（日）、西川中学校体
育館において、第28
回町民バレーボール
大会が開催されまし

去る11月11～12日鳥屋野総合体育館において標記
大会が行われ、県下の小学生から高校生まで280名
の仲間といっしょに元気な演技を披露しました。
結果は次の通りです。
○小学生男子Ａ
鈴木　伸彰　　　総合５位
○小学生男子Ｂ
椎谷　　慶　　　総合８位（とび箱１位）
中村　拓成　　　総合11位
○小学生女子Ｂ
今井　　幸　　　総合21位
金子　美穂　　　総合29位
椎谷　由衣　　　総合33位
○中学生男子
椛沢　俊佑　　　総合10位
○中学生女子
真島由季子　　　総合11位
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短
歌

上
山
　
恵
子

絵
手
紙
に
日
本
の
秋
を
画か

き
送
る

海
の
向
こ
う
の
孫
と
の
絆

早
田
　
ス
ミ

庭
先
の
栂つ
が

に
か
ら
み
し
蔦
の
葉
の

赤
く
染
ま
る
を
楽
し
み
て
を
り水

野
　
シ
ヅ

銀
杏
い
ち
ょ
う

落
葉
写
生
す
る
児
ら
そ
れ
ぞ
れ
に

紙
面
い
っ
ぱ
い
黄
色
の
扇
子

朝
妻
　
シ
ン

乙
宝
寺
に
線
香
あ
げ
て
安
ら
ぎ
ぬ

秋
の
一
日
の
旅
の
終
り
を

加
藤
ト
シ
子

万
本
の
菊
花
で
象か
た

ど
る
「
弥
彦
山
」

彩
あ
ざ
や
か
に
秋
の
陽
に
映
ゆ桜

　
み
な
よ

揺
る
る
柳
の
間
よ
り
見
ゆ
る
白
雲
の

時
に
光
れ
り
秋
空
澄
め
ば

大
野
　
友
子

川
に
没
ひ
歩
め
ば
あ
き
つ
の
甘
へ
る
や
に

帽
子
の
鍔
に
止
る
は
愛
し
く

青
葉
　
　
香

晩
秋
の
い
ろ
は
坂
の
色
冴
へ
て

赤
く
黄
色
く
秋
陽
に
滲
め
り

東北電力㈱巻営業所では、地域とのつながりを
深めるため、例年、地域に役立つ活動を実施して
います。
今年も活動の一つとして、当町に防犯灯17灯を

寄贈されました。

町では、この防犯灯を有効に活用させていただ

きます。

去る11月19日、西川中学校体育館において、第29
回町民卓球大会が開催され、小学生から60歳を越え
る選手まで60名が参加し、卓球を通した世代間交流
を図りながらも、熱い戦いが展開されました。
結果は次のとおりです。
◇団体戦
優　勝　遠山田土神
準優勝　素人軍団
第３位　西川の星
〃　　川崎団地

◇個人戦
◎小学生の部
優　勝　古　俣　湧　梧
準優勝　多　賀　将　大
第３位　真　島　　　渉
〃　　中　澤　　　誠

◎中学生の部
優　勝　金　安　佑　太
準優勝　赤　川　亨　平
第３位　小　田　孝太郎
〃　　渡　辺　秀　和

◎中学生女子の部
優　勝　蝶名林　　　瞳
準優勝　長　井　亜由美
第３位　　堀　　惇　美
◎一般男子Ａの部
優　勝　樋　口　猛　彦
準優勝　金　安　洋　典
第３位　神　田　直　人
〃　　伊　平　　　浩

◎一般男子Ｂの部
優　勝　本　田　　徹
準優勝　中　村　修　正
第３位　多　賀　良　治
〃　　末　次　　　孝

「防犯灯」を寄贈�
東北電力㈱巻営業所�

「防犯灯」を寄贈�
東北電力㈱巻営業所�
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この手紙は、本年度に西川町青少年問題協議会が募った「短い手紙」の作品です。

������������ ����������������������� �����������
お母さん、いつも会社へ行って、帰ってき

たら、こんどは夕ごはん。それに、そうじ、

せんたく。いつもありがとう。

曽根小学校　４年

大林　沙織

ぼくの家のじいちゃんけっこう口うるさい

けどやさしいときもある。でも、やっぱりこ

わいじいちゃんもいいよ。

鐙郷小学校　６年

土屋　徳寛

期
　
日

２
０
０
１
年
１
月
１
日

（
実
施
す
る
場
合
は
、
午

前
８
時
30
分
に
花
火
を
打

ち
上
げ
ま
す
。）

受
　
付

午
前
９
時
30
分
〜

開
会
式

午
前
10
時

ス
タ
ー
ト

午
前
10
時
30
分

コ
ー
ス
・
組

（
図
を
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。）

◇
タ
イ
ム
コ
ー
ス

Ａ
コ
ー
ス
（
約
５
㎞
）

１
組
　
中
学
生
か
ら
29
歳
ま
で
の

男
子

２
組
　
30
歳
以
上
の
男
子

Ｂ
コ
ー
ス
（
約
２
㎞
）

１
組
　
小
学
生
男
子

２
組
　
小
学
生
女
子

３
組
　
中
学
生
以
上
の
女
子

４
組
　
40
歳
以
上
の
男
子

◇
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ス
（
約
1.5
㎞
）

年
齢
、
性
別
を
問
わ
ず
、
誰
で
も

参
加
で
き
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
や
ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
で
福
祉
会
館
か
ら
曽
根

神
社
ま
で
を
往
復
し
ま
す
。

（
タ
イ
ム
や
順
位
は
取
り
ま
せ
ん
。）

表
　
彰

各
組
ご
と
に
表
彰
し
ま
す
。

（
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ス
に
つ

い
て
は
除
き
ま
す
。）

優
　
　
勝
　
賞
状
、
優
勝
杯
（
持

ち
回
り
）、
メ
ダ
ル

２
・
３
位
　
賞
状
、
メ
ダ
ル

４
〜
６
位
　
賞
状

参
加
費

１
人
　
１
０
０
円

（
傷
害
保
険
料
等
）

申
込
み

本
紙
に
折
り
込
ん
で
あ
る

参
加
申
込
書
に
所
要
事
項

を
記
入
し
、
参
加
費
を
添

え
て
、
大
会
当
日
、
受
付

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
小
・
中
学
生
は
、保
護
者

の
承
諾
印
が
必
要
で
す
。）

な
お
、
参
加
申
込
書
は
公

民
館
に
も
用
意
し
て
あ
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

西
川
町
公
民
館

（
�
88
―
２
３
３
４
）

※
町
民
及
び
町
内
企
業
勤
務
者
以
外

の
方
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
プ
ン
参

加
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

鎧
郷
小
学
校
家
庭
教
育
学
級
「
夢

倶
楽
部
」
で
は
、
公
民
館
と
共
催
で

次
の
と
お
り
「
い
け
花
教
室
」
を
行

い
ま
す
。
ま
っ
た
く
初
め
て
の
方
も

大
歓
迎
。
玄
関
に
、
床
の
間
に
、
自

分
の
お
花
を
飾
り
ま
し
ょ
う
。

日
　
時
　
12
月
28
日
（
木
）

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

会
　
場

福
祉
会
館
　
視
聴
覚
室

講
　
師
　
寺
本
香
蕉
さ
ん
　

（
草
月
流
常
任
参
与
師
範
）

定
　
員
　
25
名

参
加
費

花
代
と
し
て
２，

０
０
０

円
（
申
込
時
に
お
支
払
い

願
い
ま
す
。）

持
ち
物
　
花
器
、
大
き
め
の
剣
山
、

花
バ
サ
ミ

な
お
、
花
器
と
剣
山
を
お

持
ち
で
な
い
方
に
は
、
こ

ち
ら
で
斡
旋
も
い
た
し
ま

す
。
花
器
１，

３
４
４
円
、

剣
山
１，
０
５
０
円
で
す
。

申
込
時
に
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

申
込
締
切
　
12
月
20
日
（
水
）

申
込
先
　
公
民
館
　
88
―
２
３
３
４

荻
野
　
　
88
―
６
６
９
２

今
年
の
お
正
月
は

お
花
を
い
け
て

み
ま
せ
ん
か

新
世
紀
の
初
め
の
日
を
マ
ラ
ソ
ン
で
ス
タ
ー
ト
し
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
の

健
康
計
画
を
立
て
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

コ
ー
ス
は
２
通
り
で
、
一
生
懸
命
走
る
タ
イ
ム
コ
ー
ス
（
Ａ
コ
ー
ス
５
㎞
、

Ｂ
コ
ー
ス
２
㎞
）
と
、
楽
し
く
ジ
ョ
ギ
ン
グ
や
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
す
る
コ
ー
ス
が

あ
り
ま
す
の
で
、
自
分
の
タ
イ
プ
に
合
わ
せ
て
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

家
族
、
友
だ
ち
、
み
ん
な
で
参
加
し
ま
し
ょ
う
。
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12月の納税
●納税する税目
固定資産税（第3期分）
国民健康保険税（第9期分）

●納　期　限
12月25日（月）

・窓口払いの方は、納税通知書をお持ちのうえ金融機関へ納めて
ください。
・口座振替の方は、お手数でも預金残高をお確かめください。
・口座振替日は12月25日です。振替できなかった方の再振替日
は、郵便局の方1月10日（水）、その他の金融機関の方は、1月
15日（月）となっています。
・口座振替のおすすめ
納税は、便利で安全な口座振替をご利用ください。
手続きは、金融機関の窓口で行ってください。・納期限までに忘れずに

納税しましょう。

次
の
日
時
で
「
お
は
な
し
会
」
を

開
催
し
ま
す
。

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
た
く
さ

ん
の
方
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

期
　
日

12
月
16
日
（
土
）

時
　
間

別
表
の
と
お
り

内
　
容

別
表
の
と
お
り

会
　
場

福
祉
会
館「
和
室
大
広
間
」

（
２
階
）

参
加
費

無
料

そ
の
他

小
さ
い
お
子
さ
ん
は
保
護

者
の
同
伴
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ

ど
ん
ぐ
り
の
お
は
な
し
会

（
�
88
―
２
３
３
４
）
へ
ど
う
ぞ
。

「
ど
ん
ぐ
り
の

お
は
な
し
会
」
開
催

〜
お
話
を
聞
き
た
い

み
ん
な
、
集
ま
れ
！
〜

西 川 町 役 場
保健センター
公 民 館
ガ ス 水 道 課
デイサービスセンター
在宅介護支援センター
テレホンガイド
教育相談（専用）

�88－3111�
�88－5311
�88－2334
�88－2144
�88－5666
�88－5666
�88－6666
�88－3031

時
　
間�

読
む
絵
本�

第　１　部�第 ２ 部�

午
後
１�

時
30
分�

〜�

『
か
に
む
か
し
』�

『
り
ん
ご�

　
　
　
　
ご
ー
ご
ー
』�

『
ぐ
り
と
ぐ
ら
の�

　
　
　
１
ね
ん
か
ん
』�

午
後
２�

時
〜�

『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』�

至巻�

ふれあい公園�

中沢�
●商店�

●�

曽根神社�
●�

●本マ屋�

大丸屋●� ●久思楼�

●みずほ保育園�

●JA西川�

スタート�
ゴール�
福祉会館●�

至
升
潟�

善
光
寺
大
橋�

善光寺橋�

○Aコース（約５．０km）�
○Bコース（約２．０km）�
○ふれあいコースは、�
　福祉会館－曽根神社往復�

町民元旦マラソンコース�町民元旦マラソンコース�
年末年始の役場事務�

休…休みとなります。ご確認のうえ、ご利用ください。

12�
・�
28�
（木）�

　�
�
29�
（金）�

　�
　�
30�
（土）�

�
　�
31�
（日）�

1�
・�
1�

（月）�

　�
　�
2�

（火）�

　�
　�
3�

（水）�

◯�

休�

◯�

◯�

◯�

◯�

◯�

休�

◯�

◯�

◯�

◯�

休�

休�

◯�

◯�

◯�

◯�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

休�

　�
　�
4�

（木）�

◯�

◯�

◯�

◯�

◯�

◯�
だいろの家�
�88-7610

ス ポ ー ツ�
パーク西川�

西川勤労者�
体育センター�
�88-7383

福 祉 会 館�
�88-6200

西　川　荘�
�88-2218

役場窓口事務�

（午前9時～午後5時）�

戸籍、住民票�
及び印鑑証明�（   　　）�

（   　　）�問い合わせは�
公民館まで�
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公民館講座�

開� 催�
リサイクル、ごみの分別、酸性雨、温暖化など、環

境に関する言葉をよく耳にしませんか？公民館では、
“親子で環境について勉強する機会を”と思い、「親子
環境教室」を計画しました。
見学や実験、工作も予定しています。いろいろなお

話を聞くことができます。環境について知っている人
も知らない人も、施設を見たり、工作をしたり、楽し
みながら環境を学んでみませんか！
日時等は次のとおりです。
期日 第１回　１月27日（土）

第２回　２月10日（土）
第３回　２月24日（土）
第４回　３月10日（土）

時間 ○第１・３・４回は午前10時から正午
○第２回は午前９時から正午

場所 ○第１・３・４回は福祉会館「講堂」
○第２回はリサイクル施設等
（※福祉会館に集合）

内容と講師

対　象 町内在住の親子12組
参加費 親子１組５００円
申込受付期間
12月18日（月）から１月12日（金）まで（※12月29日か

ら１月３日は除く）※定員になり次第、締め切ります。
問い合わせ・申込み
公民館（福祉会館内�88－2334）までお願いします。
◎その他
「第４回目での話題提供者募集!!」
せっかくの機会ですので、第４回目では“町内の皆

さまから広く環境に関するお話を聞くことができれ
ば”と思い、話題提供者としてご協力いただける方を
募集しています。
環境に関係した職業の方、環境ボランティアの経験

がある方、“家に眠らせておくのはもったいないから”
と思ってフリーマーケットに出店した経験のある方
で、“この機会に少し話をしてみようかな？”と思わ
れた方は、12月25日（月）までに連絡をください。問
い合わせと申込みは公民館まで。お待ちしています！

環境カウンセラー（予定）

野沢奈々重さん、施
設職員

野沢奈々重さん

野沢奈々重さん他

私たちの環境は今
施設見学（新潟市資源再
生センター、西川町浄水
場）
西川町のごみの行方は？
工作（牛乳パックで何かを
作ろう！）
今私たちに何ができる？

第１回

第２回

第３回

第４回

公民館講座�

開� 催�

カーリーン・エングさん（西川中学校英語指導助手。
ニックネームは“チャーリー”）を講師に迎えて、“海
外旅行で役立つ英会話教室”を開催します。生の英語
を聞きながら、“空港で、ホテルで、買い物のとき、
迷子になったときなどに使える会話や外国の文化”を
チャーリーさんと一緒に学びませんか！
初回には、受講者の皆さんから英語で自己紹介をし

ていただく予定です。
皆さんの参加をお待ちしています！

期日 １月23日、30日
２月１日、８日、13日、15日、20日、27日
３月６日、13日

時間 午後７時30分～９時
場所 福祉会館「会議室」（２階）
対象 高校生以上の町民又は町内勤務者の方で、チャ

ーリーさんの案内文を辞典なして読めた方
15名

参加費 ５００円（テキスト代等）
その他
・教室では基本的に英語を用いて進めます。
・テキスト（コピーしたもの）を用いて進めます。
・筆記用具を持参してください。

申込受付期間
12月18日（月）から１月５日（金）まで（※12月29

日から１月３日は除く）。※定員になり次第、締め切
ります。
申込み・問い合わせ先
公民館（福祉会館内�88－2334）までお願いします。
現在英会話を習っている方は申し込みの際に教えて

ください。

In this winter's course, we will study

practical English: speaking and listening for

communication.

We will focus on English that you can use in

Japan ～ Welcoming overseas visitors to Japan,

and explaining things about Japanese culture.

I look forward to speaking English with you!

Charlie



（
１
）
ご
み
は
、
決
め
ら
れ
た
場
所

に
決
め
ら
れ
た
日
の
朝
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
み
の
分
別

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
５
種
類
分
別
〉

①
燃
え
る
ご
み
（
一
般
ご
み
）

②
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
燃
や
さ
れ

な
い
ご
み
）

③
危
険
物
（
燃
え
な
い
ご
み
）

④
大
型
ご
み

⑤
廃
乾
電
池

（
２
）
大
雪
で
ご
み
収
集
車
が
動
け

な
い
場
合
を
除
い
て
、
予
定
ど
お

り
収
集
し
ま
す
。

（
３
）
大
雪
で
ご
み
収
集
車
が
動
け

な
い
場
合
は
、
収
集
日
・
収
集
場

所
の
変
更
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
変
更
す
る
場
合
は
、
区
長
及

び
公
衆
衛
生
推
進
委
員
を
通
じ
、

各
家
庭
に
連
絡
し
ま
す
。
ご
み
は

次
回
の
収
集
日
ま
で
、
各
家
庭
で

保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

（
４
）
降
雪
時
に
お
い
て
は
、
ご
み

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
前
の
除
雪
や
除
雪

車
が
通
過
後
の
残
雪
等
の
除
雪
に

つ
い
て
ご
協
力
く
だ
さ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

（
５
）
年
末
年
始
の
ご
み
収
集
休
業

日
は
、
12
月
31
日
（
日
）
か
ら
１

月
３
日
（
水
）
ま
で
で
す
。

（
１
）
し
尿
の
汲
取
り
は
、
計
画
収

集
で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
特
に

11

冬
期
間
の
ご
み
と
し
尿
処
理
に
つ
い
て

汲
取
り
の
予
約
を
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

（
２
）
浄
化
槽
は
、
降
雪
前
に
消
毒

液
の
有
無
や
、
機
械
の
故
障
等
が

な
い
よ
う
に
点
検
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
雪
降
ろ
し
等
で

浄
化
槽
が
埋
ま
ら
な
い
よ
う
に
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

（
３
）
年
末
年
始
の
し
尿
汲
取
り
休

業
日
は
、
12
月
29
日
（
金
）
か
ら

１
月
３
日
（
水
）
ま
で
で
す
。

問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課
（
�
88
―
３
１
１
１

内
線
１
４
３
）

１
　
ご
み
収
集
に
つ
い
て

２
　
し
尿
関
係
に
つ
い
て

道
路
に
出
て
い
る
樹
木
等
の
手
入
れ
を
お
願
い
し
ま
す
。

道
路
を
見
て
回
る
と
庭
木
や
樹
木

等
が
道
路
に
出
て
い
る
こ
と
が
大
変

多
く
見
ら
れ
ま
す
。

普
段
は
何
気
な
い
木
の
枝
で
も
、

こ
れ
か
ら
の
降
雪
時
に
は
、
積
も
っ

た
雪
の
重
さ
で
た
れ
下
が
り
、
道
路

除
雪
作
業
に
支
障
が
あ
る
だ
け
で
な

く
、
時
に
は
車
の
通
行
や
歩
行
者
に

危
険
な
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
冬

季
間
の
道
路
交
通
に
支
障
の
な
い
よ

う
、
ま
た
、
歩
行
者
の
安
全
の
た
め

に
も
今
の
う
ち
か
ら
樹
木
等
の
枝
打

ち
処
理
等
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

冬
の
道
路
確
保
・
除
雪
作
業
に
ご
協
力
を
！

本
年
度
も
例
年
ど
お
り
、
町
内
主

要
道
路
及
び
生
活
関
連
道
路
の
機
械

除
雪
を
行
い
、
町
民
の
み
な
さ
ん
の

交
通
の
確
保
を
し
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
円
滑
な
除
雪
作
業
を
行
う

た
め
、
次
の
点
に
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

一
　
除
雪
作
業
の
支
障
と
な
り
ま
す

の
で
、
自
動
車
等
を
道
路
上
に
放

置
・
駐
車
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

二
　
車
庫
等
の
出
入
口
に
設
置
し
て

あ
る
乗
入
板
等
は
、
撤
去
し
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。

三
　
道
路
上
に
出
て
い
る
樹
木
・
竹

等
の
枝
お
ろ
し
を
す
る
な
ど
事
前

に
処
理
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

四
　
住
宅
等
の
出
入
口
の
除
雪
は
、

各
戸
で
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

五
　
除
雪
作
業
に
よ
り
破
損
し
や
す

い
も
の
や
、
畑
な
ど
に
排
雪
し
て

ほ
し
く
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
竹
竿

等
に
赤
布
を
付
け
る
な
ど
、
分
か

る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。

六
　
除
雪
作
業
中
は
危
険
で
す
の

で
、
子
供
な
ど
が
除
雪
車
に
近
づ

か
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

七
　
除
雪
作
業
に
つ
い
て
の
問
い
合

わ
せ
は
、
区
長
さ
ん
を
通
じ
て
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

業 者 名�

遠 藤 建 設 �
株 式 会 社 �

小林設備工業�

有 限 会 社 �
谷 建 設 �
株 式 会 社 �
加 藤 建 設 �
株 式 会 社 �
八 百 板 組 �

佐 藤 建 材 �

深 沢 建 設 �
株 式 会 社 �
世紀東急工業㈱�
北陸支店新潟営業所�
株 式 会 社 �
新潟藤田組�

公 成 建 設 �

矢島・天竺堂・真田・�
槇島団地�
押付・押付団地・美里・�
西汰上・下山・新栄町�
鮮代官橋通南側・�
学校町・水道町�
六分・一番町～八番町・�
千隈町・朝日町�

九番町・東町・見帯�

鮮代官橋通北側・平野・善光寺・�
桑山・槇島・川崎・川崎団地�
旗屋・旗屋工業団地・�
松崎・大正通・藤見町�
上組～升岡・広域農道・�
新川�
升岡工業団地・�
升岡団地�

川西～三角野�

町 内 名�

戸�

戸�

平成平成1212年度　巻町外三ヶ町村衛生組合年末年始業務日程表年度　巻町外三ヶ町村衛生組合年末年始業務日程表�平成12年度　巻町外三ヶ町村衛生組合年末年始業務日程表�

7�
日�

6�
土�

5�
金�

4�
木�

3�
水�

2�
火�

1�
月�

３１�
日�

３０�
土�

２９�
金�

２８�
木�

２７�
水�

２６�
火�

12月� 1月�月　日�

施設名�

鎧潟清掃工場�
（焼却場）�
福井一般廃棄�
物最終処分場�
（埋立地）�

衛生センター�
（し尿処理場）�

妙有院�
（火葬場）�

通常どおり�

通常どおり�

通常どおり�

通常どおり�

休務�

休務�

休務�

休務�

通常どおり�

通常どおり�

通常どおり�

通常どおり�
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所
得
税
編
②

夫
婦
と
税

今
回
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
税
、
奥
さ
ま
の

パ
ー
ト
収
入
と
税
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

～サラリーマンと税～
サラリーマンの方は、その年の1月から12月までの給与を合計して、年末に所

得税が精算されます。

ある方の源泉徴収票をもとに所得税額の計算をしてみましょう。

①甲野太郎さんの給与所得額（＝給与所得控除後の金額）（イ）は
400万円　－（400万円×20％＋54万円）＝　266万円
支払金額（ア） 給与所得控除額　　　　　　給与所得額（イ）

（表にあてはめて計算） （＝給与所得控除後の金額）
＜給与所得控除額＞　給与所得控除額は支払金額によって違います。

②甲野太郎さんの課税所得金額は
266万円　　　－　　　162万円　　　＝　　　104万円
給与所得額（イ） 所得控除額の合計額（ウ） 課税所得金額
＜所得控除額（源泉徴収表の（エ）より計算します）＞
所得控除額は個人の状況によって違います。甲野太郎さんの場合は基礎控除38

万円（これは個人の状況に関係なく金額が決まっています）配偶者控除（※）38
万円、配偶者特別控除（※）３万円、扶養控除38万円、社会保険料45万円の合計
162万円です。
（※）配偶者控除、配偶者特別控除については～奥さまと税～のところで説明します。

③所得税額の計算
104万円　　×　　10％　　＝　　10万４千円
課税所得金額　　　 税額　　　　　 所得税額
＜税率表＞　税率は課税所得金額によって違います。

④減税額の計算
減税額は、所得税額の20％（最高25万円）です。
10万４千円　×　20％　　＝　　２万800円
所得税額　　　　　　　　　　　　減税額
甲野太郎さんの平成12年分の最終的な所得税額は
10万４千円　－　２万800円　＝　８万3,200円
所得税額　　　　減税額　　　源泉徴収税額（オ）となります。

給与所得の源泉徴収票�平成12年分�
住
所
又
は
居
所�

氏
　
　
　
名�

支　払�

を受け�

る　者�

（受給者番号）�

（摘要）年間定率控除額　　　　　　　円�

（フリガナ）�

（役職名）�

外
国
人�

災
害
者�

死
亡
退
職�

勤
労
学
生�

寡
　
　
夫�

特
　
別�

一
　
般�

老
年
者�

そ
の
他�

特
　
別�

乙
　
　
欄�

未
成
年
者�

夫
あ
り�

本人が障害者� 寡　　婦�
日�月�年�平�昭�大�明�日�月�年�就職�退職�

中 途 就 ・ 退 職� 受 給 者 生 年 月 日�

配偶者の合計所得（カ）�

個人年金保険料の金額�

長期損害保険料の金額�

住宅借入金等�
特別控除額�

損害保険料�
の控除 額�

生命保険料�
の控除 額�

社会保険料�
等の金額�

円�

円�

円�

円�

千�

千�

千�

千�円�千�円�千�

配偶者特別�
控 除の 額�

控除対象配偶者�
の有無等�

円�人�従人�内　�人�従人�人�従人�内　�人�人�千� 円�内　千�

円�千�内　百万�

老人� 特　定� 老　　人� その他�特　別�その他�
従
無�

従
有�無�有�

障害者の数�
（本人を除く）�

扶 養 親 族 の 数�
（配偶者を除く）�

源泉徴収税額（オ）�
円�千�百万�

所得控除の額の合計額（ウ）�
円�千�百万�

給与所得控除後の金額（イ）�
円�千�百万�

支 払 金 額（ア）�種　　　別�

給 料・賞 与�

支
払
者�

住所（居所）�
又は所在地�
氏名又は�
名　　称� （電話）�

11

（エ）�

162万5,000円以下�
162万5,000円超～�

180万円超～�
360万円超～�
660万円超～�
1,000万円超　�

65万円�
年収×40％�

年収×30％＋ 18万円�
年収×20％＋ 54万円�
年収×10％＋120万円�
年収× 5％＋170万円�

180万円以下�
360万円以下�
660万円以下�
1,000万円以下�

支　払　金　額� 控　除　額�

330万円以下�
330万円超～�
900万円超～�
1,800万円超　�

―　�
33万円�
123万円�
249万円�

10％�
20％�
30％�
37％�

900万円以下�
1,800万円以下�

課 税 所 得 金 額� 税率� 控 除 額�
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～奥さまと税（※配偶者控除、配偶者特別控除について）～

パート収入は通常、給与所得になりますので、所得の

計算の仕方はサラリーマンの方の場合と同じです。

従って年収が103万円以下ですと、所得税はかかりま

せん。

103万円　　－　　65万円　　＝　　38万円
年収　　　 給与所得控除額　　 給与所得額

38万円　　－　　38万円　　＝　　０円
給与所得額　　　 所得控除額　　 課税所得金額

（基礎控除）

課税される所得がありませんので所得税はかかりませ

ん。

なお住民税については、年収が100万円以下ですと、

課税所得金額が非課税限度額以下になりますので（35万

円以下）住民税はかかりません。

〈配偶者控除と配偶者特別控除〉

サラリーマンの方で奥さまがパート等で働く場合、奥

さまの年収によって夫が配偶者控除と配偶者特別控除を

受けられる金額が違ってきます。

なお、夫の合計所得が1,000万円を超える年は配偶者

特別控除は受けられません。

詳しくは役場税務課へお尋ねください。�88－3111

次回は「医療費を支払ったとき」についてお送りします。

５万円以上�
10万円以上�
15万円以上�
20万円以上�
25万円以上�
30万円以上�
35万円以上�
�
38万円以上�
40万円以上�
45万円以上�
50万円以上�
55万円以上�
60万円以上�
65万円以上�
70万円以上�
75万円以上�
76万円以上�

５万円未満�
10万円未満�
15万円未満�
20万円未満�
25万円未満�
30万円未満�
35万円未満�
38万円未満�
�
40万円未満�
45万円未満�
50万円未満�
55万円未満�
60万円未満�
65万円未満�
70万円未満�
75万円未満�
76万円未満�

38�
38�
38�
38�
38�
38�
38�
38�
38�
―�
―�
―�
―�
―�
―�
―�
―�
―�
―�

38�
33�
28�
23�
18�
13�
８�
３�
―�
38�
36�
31�
26�
21�
16�
11�
６�
３�
―�

76�
71�
66�
61�
56�
51�
46�
41�
38�
38�
36�
31�
26�
21�
16�
11�
６�
３�
―�

38万円�

奥さまのパート所得� 配偶者�
控除額�

配偶者特�
別控除額� 合計�

万円� 万円� 万円�

甲野太郎さんの場合、奥さまの所

得が35万円ですので（カ）、表より、

配偶者控除額38万円、配偶者特別控

除額3万円が所得控除額の合計額（ウ）

に含まれています。

軽自動車等の異動について
軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。
廃車したり、他人に譲渡した時は届出が必要です。

●軽自動車
軽自動車検査協会

０２５－２７５－５８４５
●原付（～125cc）・小型特殊

西川町役場 税務課
８８－３１１１

●軽２輪車（126cc～250cc）
全国軽自動車協会

０２５－２７５－５７０４
●小型２輪車（251cc～）

新潟陸運支局
０２５－２８５－３１２１

全国軽自動車協会
０２５－２７５－５７０４

農
業
用
軽
油
引
取
税
免
税
証
の
交
付
申
請

巻
財
務
事
務
所
で
は
、
ト
ラ
ク
タ

ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
の
農
業
用
機

械
に
使
用
す
る
軽
油
の
免
税
証
の
交

付
申
請
を
、
次
の
日
程
に
よ
り
受
け

付
け
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
農
協
又
は
販
売
店
を
通
じ
て
共
同

申
請
を
す
る
場
合

平
成
12
年
12
月
１
日
（
金
）
か
ら

平
成
13
年
１
月
31
日
（
水
）
ま
で

○
個
人
で
申
請
を
す
る
場
合

平
成
13
年
３
月
１
日
（
木
）
か
ら

平
成
13
年
３
月
15
日
（
木
）
ま
で

不
明
な
点
は
、
巻
財
務
事
務
所
課

税
課
（
�
72
―
０
９
０
５
）
へ
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。



壊
さ
れ
た
以
後
も
税
金
が
課
税
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
12
年
中
に
建
物
を
取
り
壊
さ

れ
た
場
合
に
は
、
役
場
税
務
課
に

「
建
物
滅
失
届
」
を
忘
れ
ず
に
提
出

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。届

出
の
用
紙
は
、
役
場
税
務
課
に

用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
お
手
数

で
も
印
鑑
（
認
め
印
）
を
お
持
ち
の

う
え
、
税
務
課
の
窓
口
ま
で
お
い
で

く
だ
さ
い
。

な
お
、
登
記
済
の
建
物
を
取
り
壊

し
た
後
「
建
物
滅
失
登
記
」
を
さ
れ

た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
届
出
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
登
記
は
で
き

る
だ
け
す
み
や
か
に
し
て
頂
け
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

14

家
屋
に
係

る
固
定
資
産

税
は
、
１
月

１
日
（
賦
課

期
日
）
現
在

の
所
有
者
に

納
め
て
頂
く

こ
と
は
ご
説

明
し
た
と
お

り
で
す
が
、

所
有
し
て
い

た
建
物
を
取
り
壊
さ
れ
た
場
合
に
つ

い
て
は
、
役
場
税
務
課
に
滅
失
の
届

出
が
な
い
と
固
定
資
産
税
課
税
台
帳

に
登
録
さ
れ
た
ま
ま
と
な
り
、
取
り

平成12年中の
建物の取り壊しは
ありませんか

固定資産税について
のお問い合わせは

西川町役場税務課資産税係

�８８－３１１１（代）

内線１５４

までお願いします

土
地
・
家

屋
等
に
係
る

町
の
固
定
資

産
税
は
、
毎

年
１
月
１
日

現
在
（
賦
課

期
日
）
の
所

有
者
に
対
し

て
課
税
さ

れ
、
年
税
額

を
４
期
に
分

け
て
そ
れ
ぞ

れ
の
納
期
ご

と
に
納
め
て
頂
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
う
ち

新
た
に
建
築
さ
れ
た
建
物
に
つ
い
て

は
、
１
月
１
日
の
時
点
で
既
に
完
成

し
、
居
住
あ
る
い
は
使
用
し
て
い
る

建
物
が
新
規
に
課
税
対
象
と
な
り
ま

す
。つ

ま
り
、
平
成
12
年
１
月
２
日
か

ら
平
成
13
年
１
月
１
日
ま
で
の
間
に

完
成
し
、
居
住
あ
る
い
は
使
用
開
始

し
た
建
物
は
平
成
13
年
度
か
ら
固
定

資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

税
務
課
で
は
平
成
12
年
中
に
建
築

さ
れ
た
建
物
の
家
屋
調
査
を
進
め
て

平成12年中に新築
あるいは、増改築した
建物はありませんか

土
地
や
建

物
を
売
買
し

た
り
、
贈
与

等
に
よ
り
所

有
者
が
変
わ

る
と
、
新
し

い
所
有
者
か

ら
固
定
資
産

税
を
納
め
て

頂
く
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
登
記
に
よ
る
異
動
時

期
に
よ
っ
て
い
つ
か
ら
新
し
い
所
有

者
に
納
め
て
頂
く
か
が
変
わ
っ
て
き

ま
す
。

例
え
ば
、
平
成
12
年
12
月
に
土
地

の
売
買
契
約
を
結
び
、
翌
年
の
平
成

13
年
１
月
末
に
法
務
局
で
所
有
権
移

転
登
記
を
済
ま
せ
た
場
合
、
新
し
い

所
有
者
に
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

る
の
は
、
平
成
14
年
度
分
か
ら
と
な

り
ま
す
。

こ
れ
は
、
固
定
資
産
税
が
１
月
１

日
現
在
（
賦
課
期
日
と
い
い
ま
す
）

で
登
記
簿
に
所
有
者
と
し
て
登
記
さ

れ
て
い
る
人
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
す
。

つ
ま
り
こ
の
事
例
は
、
平
成
13
年
１

月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
の
登
記

簿
に
は
、
ま
だ
旧
所
有
者
の
ま
ま
で

土地や建物を売
買したとき税金
はどうなるの？

登
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
平
成
13

年
度
分
の
固
定
資
産
税
は
、
ま
だ
旧

所
有
者
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。

最
近
で
は
、
こ
れ
ら
の
税
負
担
を

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
意
味
で
、

誰
が
こ
れ
ら
の
税
金
を
負
担
す
る
の

か
を
売
買
契
約
書
等
に
明
記
す
る
例

も
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
売
買
に
限
ら
ず
贈
与
や
相

続
な
ど
で
土
地
や
家
屋
の
所
有
権
が

移
る
場
合
は
、
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
を

避
け
る
意
味
で
も
な
る
べ
く
す
み
や

か
に
「
所
有
権
移
転
登
記
」
を
さ
れ

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
登
記
に
関
す
る
こ
と
は
、

法
務
局
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税

の
は
な
し

い
ま
す
が
、
建
築
に
際
し
て
建
築
確

認
届
を
提
出
さ
れ
な
い
と
調
査
対
象

と
な
る
建
物
の
把
握
と
確
認
が
で
き

な
い
た
め
調
査
漏
れ
と
な
り
、
課
税

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

平
成
12
年
中
に
建
物
を
新
築
あ
る

い
は
増
改
築
さ
れ
た
方
で
、
建
築
確

認
届
を
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
家
屋
ま

た
は
、
以
前
建
築
し
た
建
物
で
課
税

漏
れ
の
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お

手
数
で
も
役
場
税
務
課
資
産
税
係
ま

で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
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お
湯
を
か
け
る
場
合
は
、
蛇
口
に

近
い
方
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り

か
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

急
に
熱
湯
を
か
け
た
り
す
る
と
破

裂
し
た
り
、
ひ
び
割
れ
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

寒
い
冬
を
快
適
に
！

ガ
ス
暖
房
機
器
は

正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

寒
さ
も
一
段
と
厳
し
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。

寒
い
冬
を
、
安
全
で
便
利
な
都
市

ガ
ス
で
快
適
に
過
ご
し
て
い
た
だ
く

た
め
に
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し

ょ
う
。

●
種
類
に
あ
っ
た
ガ
ス
機
器
を

町
で
送
っ
て
い
る
ガ
ス
は
13
Ａ
で

す
の
で
、
13
Ａ
用
の
ガ
ス
機
器
を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
湯
沸
器
の
水
抜
き
を

冷
え
込
み
の
厳
し
い
日
は
、
凍
結

や
破
裂
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

湯
沸
器
の
水
抜
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

●
換
気
は
こ
ま
め
に

閉
め
き
っ
た
室
内
で
暖
房
機
器
を

使
う
と
、
排
気
で
部
屋
の
空
気
が
汚

れ
が
ち
に
な
り
ま
す
の
で
、
30
分
に

１
度
く
ら
い
の
換
気
を
し
て
く
だ
さ

い
。

●
長
時
間
使
用
に
注
意
を

暖
房
機
器
を
長
時
間
使
用
し
て
い

る
と
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
や
火
災
な

ど
思
わ
ぬ
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ま
た
、
暖
房
機
器
の
上
や
回
り
に

洗
濯
物
や
燃
え
や
す
い
も
の
、
ス
プ

レ
ー
缶
な
ど
を
置
く
こ
と
も
大
変
危

険
で
す
。

●
ガ
ス
機
器
は
い
つ
も
清
潔
に

ガ
ス
機
器
に
ホ
コ
リ
や
ゴ
ミ
な
ど

が
詰
ま
っ
た
り
す
る
と
、
故
障
や
事

故
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

ガ
ス
機
器
を
長
持
ち
さ
せ
、
安
全

に
使
用
で
き
る
よ
う
こ
ま
め
に
清
掃

し
て
く
だ
さ
い
。

●
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

皆
さ
ん
の
お
宅
に
取
り
付
け
て
あ

る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
電
気
の
ブ
レ

ー
カ
ー
と
同
じ
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
て
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
暖
房
機
器
を
半
日
以

上
な
ど
、
長
時
間
つ
け
っ
ぱ
な
し
に

し
た
場
合
に
、
メ
ー
タ
ー
が
異
常
な

状
態
（
消
し
忘
れ
）
と
判
断
し
て
家

中
の
ガ
ス
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

も
し
、
ガ
ス
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ

た
時
は
、
図
の
要
領
で
メ
ー
タ
ー
を

操
作
す
れ
ば
ガ
ス
が
使
え
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

操
作
は
簡
単
で
す
が
、
ガ
ス
栓
が

開
い
て
い
た
り
、
ラ
ン
プ
の
点
滅
が

消
え
な
い
う
ち
に
ガ
ス
を
使
用
し
よ

う
と
し
た
り
す
る
と
、
再
び
ガ
ス
が

止
ま
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。ま

た
、
正
し
い
復
帰
操
作
を
し
て

も
ガ
ス
が
使
用
で
き
な
い
と
き
は
、

ガ
ス
水
道
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ

ガ
ス
水
道
課

電
話
　
88
―
２
１
４
４

し
た
時
は
、
ま
ず
、
水
道
の
メ
ー
タ

ー
器
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
止
水

栓
を
閉
め
て
水
を
止
め
ま
す
。

次
に
、
破
裂
し
た
部
分
を
布
か

テ
ー
プ
で
で
し
っ
か
り
と
巻
き
つ
け

て
応
急
手
当
を
し
た
後
、
す
ぐ
に
町

指
定
の
水
道
工
事
店
へ
修
理
を
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

―
凍
結
し
て
水
が
出
な
い
と
き
は
―

水
道
管
が
凍
っ
て
水
が
出
な
い
と

き
は
、
お
湯
を
か
け
て
と
か
す
方
法

が
あ
り
ま
す
。

―
夜
の
冷
え
込
み
に
ご
注
意
を
―

気
温
が
マ
イ
ナ
ス
３
度
以
下
に
な

り
ま
す
と
、
水
道
の
水
が
凍
っ
た
り

水
道
管
が
破
裂
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。特

に
、
冬
期
間
使
用
し
な
か
っ
た

り
、
屋
外
で
む
き
出
し
に
な
っ
て
い

る
蛇
口
や
水
道
管
は
、
布
や
ビ
ニ
ー

ル
等
で
覆
う
な
ど
早
め
に
冬
支
度
を

し
ま
し
ょ
う
。

―
水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き
は
―

破
裂
や
ひ
び
割
れ
で
水
が
吹
き
出

次のような場合にもガスが止まること
がありますのでご注意ください。

1. ガスを異常に長時間同じ状態で使用する�
と、しゃ断することがあります。�

2. お出かけになるときなどに、メータコッ�
クを閉めますと、気温の低下などにより、�
ガス管内の圧力が低下し、しゃ断する場�
合がありますので、ご注意ください。�

3. マイコンメータに振動やショックを与え�
ますと、感震器がはたらいてしゃ断する�
場合があります。マイコンメータには、�
異常な振動やショックを与えないように�
ご注意ください。�

4. 長期間口火をつけっ放しの場合は、ガス�
もれを検査する機能が働いて、警報表示�
が点滅することがあります。ガス器具を�
お使いにならないときは、口火を消して�
ください。�

5. マイコンメータは、内管の折損等、異常�
に多量のガスが流れたときには、すみや�
かにガスをしゃ断します。�

ガスの取扱いには�
　　一層のご注意をお願いします。�

赤いランプが点滅して�
ガスが止まったときは�
赤いランプが点滅して�
ガスが止まったときは�
器具の消し忘れやガス栓の誤開放、�

ゴム管はずれなどがないかを確認してください。�

１�お部屋のガス栓を全て閉めてください。�（但し、メータコックは開けておいてください）�

２�復帰装置のキャップを、手ではずします。�（反時計方向に回します）�

３�復帰ボタン（軸）を奥まで押し、ランプの�点灯を確認後すぐ手をはなして下さい。�

４�操作はこれで終了。�手をはなして約３分間お待ちください。�
（マイコンがガス漏れの有・無を検査中です。）�
ランプの点滅が消えたら元どおりガスが�
使えます。�
キャップはもとにもどしてください。�

※しゃ断したマイコンメータを復帰する時、
約２分以内に再びしゃ断する場合は、ガス
栓が開いている恐れがあります。ガス栓をも
う一度復帰してください。�
（給湯暖房機などのコントローラのスイッチも
忘れずに切ってください。）�

復帰ボタン（軸）�
キャップ�

復帰ボタン（軸）�

復帰�
装置�

１�

２� ３�

４�

しめる�

はずす� 押してはなす�

約3分�

表示ランプ�
（点滅）�
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今
、子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
最
も
不
幸
な
こ
と
は
、

自
然
体
験
が
で
き
る
自
然
環
境
が
、
自
由
に
使
用
で

き
る
「
空
き
地
」
を
含
め
、
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
す
。

代
官
所
の
あ
る
公
園
も
よ
く
で
き
て
い
る
が
、
西

川
も
活
用
し
た
自
然
の
森
の
復
元
や
、
失
わ
れ
た
遊

び
場
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
施
設
ゾ
ー
ン
を
年
次
計

画
で
設
け
て
も
ら
い
た
い
。
特
に
子
ど
も
た
ち
の
健

全
育
成
の
た
め
、
小
さ
く
と
も
特
色
（
京
ヶ
瀬
村
の

図
書
館
建
設
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
あ
の
図

書
館
は
「
世
界
の
絵
本
」
を
揃
え
て
い
る
）
が
あ
り
、

21
世
紀
に
耐
え
ら
れ
る
近
代
的
な
設
備
、
例
え
ば
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
検
索
、
視
聴
覚
ス
ペ
ー
ス

（
音
楽
や
ビ
デ
オ
映
画
を
自
由
に
鑑
賞
で
き
る
）
の

備
え
た
も
の
に
し
て
ほ
し
い
。

ま
た
、
屋
内
外
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
ゾ
ー
ン
（
芝
生

を
張
っ
た
サ
ッ
カ
ー
場
、
野
球
場
、
年
間
使
用
可
能

な
屋
内
プ
ー
ル
）
を
設
け
る
。
こ
れ
ら
は
、
地
域
の

大
人
（
老
人
）
も
、
小
学
校
（
西
川
中
は
す
で
に
立

派
な
施
設
が
整
い
、
地
域
に
も
開
放
し
て
い
る
）
と

併
用
で
き
る
も
の
に
す
れ
ば
、
効
率
的
・
合
理
的
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
完
備
し
た
施
設
に
で
き
る
な
ら

ば
有
料
に
す
べ
き
で
す
。

実
現
で
き
ま
せ
ん
か
？
例
え
、
10
年
後
で
も
今
か

ら
希
望
を
持
た
せ
て
く
だ
さ
い
。

回
　
答

１
　
子
ど
も
た
ち
が
自
然
の
中
で
遊
べ
る
場
所
と
し
ま
し

て
は
、
ふ
れ
あ
い
公
園
を
は
じ
め
、
こ
の
ほ
ど
完
成
し
ま

し
た
水
道
記
念
公
園
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ふ
れ
あ
い
公
園

に
は
、「
西
川
」
を
取
り
込
み
、
水
と
親
し
め
る
よ
う
な

川
原
と
し
た
「
水
の
ひ
ろ
ば
」
や
お
子
様
が
楽
し
く
遊
べ

る
よ
う
な
遊
具
類
を
完
備
し
た
「
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
」
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
水
道
記
念
公
園
に
は
、
子
ど
も

た
ち
や
学
校
の
声
を
聞
い
て
、
カ
ブ
ト
ム
シ
が
集
ま
る
よ

う
な
樹
木
を
植
樹
し
た
り
、
園
内
を
自
転
車
で
遊
べ
る
よ

う
に
し
て
あ
り
ま
す
。

２
　
図
書
館
建
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
12
年
度
中
に
概
略

調
査
等
を
行
う
予
定
で
す
が
、
施
設
の
具
体
的
な
内
容
等

に
つ
い
て
は
、
頂
い
た
ご
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
今

後
関
係
機
関
で
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

３
　
現
在
、当
町
に
は
次
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
が
あ
り
ま
す
。

①
　
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
西
川
（
夜
間
照
明
付
き
の
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
３
面
、
屋
根
付
き
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
２
面
、

人
工
芝
付
き
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
、ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
）

②
　
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー

③
　
町
営
野
球
場
（
夜
間
照
明
付
き
）

④
　
町
営
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
全
天
候
型
２
面
）

⑤
　
ふ
れ
あ
い
公
園
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
（
２
面
）

⑥
　
町
民
プ
ー
ル
（
曽
根
、
升
潟
）

今
後
は
、現
在
策
定
中
の
生
涯
学
習
計
画
に
基
づ
い
て
、

施
設
の
整
備
を
図
っ
て
い
く
考
え
で
す
が
、
財
政
的
な
問

題
も
あ
り
ま
す
の
で
、
当
面
は
現
有
施
設
の
有
効
利
用
等

に
よ
り
住
民
要
望
に
応
え
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
社
会
教
育
課
・
企
画
課
）

子
ど
も
た
ち
の

た
め
の
施
設
を
！

「まちづくり21Q&A」はみなさんから町づくりに対するご意見・ご要望等をご自
由に書いていただくコーナーです。
21世紀を目前にし、西川町の将来像をこう考えるなど積極的なご意見をお待ちし

ています。
また、「まちづくり21Q&A」の質問・回答を読んでいかがですか？　さらに聞きた

いとか私はこう考えるなどご意見がありましたら、お寄せください。



青少年育成町民会議・町公民館共催による「冬休み
ビデオ映写会」を次のとおり行います。
入場は無料ですので、お友達同士お誘い合わせのう

えおいでください。
今回は、感動の名作アニメ『フランダースの犬』を

上映します。
『フランダースの犬』といえば、「ネロ」と「パト

ラッシュ」が様々な困難にあいながら、ついにクリス
マスの夜にルーベンスの絵の前で他界するという有名
な物語。ネロのやさしさと生きる強さ、パトラッシュ
との深いつながりは、強く心を打つものがあります。
絶対におすすめの作品です。
ぜひ、親子で見に来ませんか。
日時 12月23日（土）午前10時～
会場 福祉会館「講堂」
内容 フランダースの犬
問い合わせは、町公民館（�88－2334）へどうぞ。

西川町母子寡婦福祉会（かるがも会）では、西川
荘で親子ふれあいクリスマスの集いを行います。母
子の方で、母子寡婦福祉会の会員以外の方もふるっ
てご参加ください。
日　時 12月23日（土）

午後６時～８時30分
場　所 西川荘　大広間
会　費 １人　500円　当日徴収
参加申込
社会福祉協議会

�８８－７７３５
役場保健福祉課福祉係

�８８－３１１１
かるがも会会長　近藤正子

�８８－７０９３
へお早めにお願いします。17

応募方法
住所・氏名・電話番号を記入の上、役場企画

課まで郵送（ファックス・メール・来庁などの
方法でもかまいません）してください。（氏名
等記載のないものは掲載しませんので、必ずご
記入ください。なお、匿名希望と書いてくださ
れば、名前は掲載しません）
※広報に掲載する際に原文を削ったり、直した
りする場合がありますので、ご了承願います。
締め切り　毎月10日

自慢のイラストを掲載するコーナーです。
絵を描くのが好きな方は、イラスト（カラーでは掲載できませ
んので、ご了承願います。）を描いて、どんどん送ってください。
大人の方のご応募もお待ちしています。

ごみの減量化と町民のリサイクル意識の向上を目
的に、広報紙にリサイクルコーナーを設けることに
しました。
ご自宅で「使わなくなったけど、捨てるのはもったいないな。」

というものはありませんか？また、「新品でなくても、こんなも
のが欲しいな。」というものはありませんか？
無償を条件に「譲ります・譲ってください」というものがあり

ましたら、役場企画課まで、ご連絡ください。（申込書は企画課
にあります）
なお、情報掲載期間は３か月です。

（ただし、動物や貴金属、生鮮食品等は取り扱いません。また、取引上のトラブ
ルなど町は関与いたしません。）

町の行事や日頃
思っていること、
感じたことなど、
みなさんの自由な
声をお寄せいただ
くコーナーです。
新聞を読んだりテレ

ビを見たりして感じた
こと、うれしかったこ
と、悲しかったことな
どなんでも結構です。
思いつくままお書きく
ださい。
子どもたちの応募も

大歓迎です。600字以
内でお書きください。

冬休みビデオ映写会のお知らせ 親子クリスマスの集いにご参加を



18

を
ご
存
じ
で
す
か

●
支
給
対
象

６
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
児
童
（
義
務
教
育
就

学
前
の
児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
人

に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
前
年

の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合
は
所

得
制
限
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
手
当
の
月
額

第
１
子
　
　
　
　
５，

０
０
０
円

第
２
子
　
　
　
　
５，

０
０
０
円

第
３
子
以
降
　
１
０，

０
０
０
円

○
手
当
の
支
給
月

原
則
と
し
て
、
毎
年
２
月
・
６

月
・
10
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま

で
が
、
届
出
の
あ
っ
た
金
融
機
関
の

口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

○
認
定
請
求

手
当
は
認
定
請
求
し
た
翌
月
分
か

ら
、
支
給
事
由
の
消
滅
し
た
日
の
属

す
る
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
認
定
請
求
に
必
要
な
書
類

・
年
金
加
入
証
明
書
（
請
求
者
が

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
の
場
合
）

・
請
求
者
の
銀
行
な
ど
の
口
座
番

号
（
郵
便
局
以
外
の
金
融
機
関

の
も
の
）

・
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
（
そ

の
年
の
１
月
１
日
に
西
川
町
に

住
所
が
な
か
っ
た
人
）

＊
　
詳
し
く
は
、
役
場
保
健
福
祉
課

福
祉
係
�
88
―
３
１
１
１
内
線

１
４
２
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

◎
児
童
扶
養
手
当

離
婚
な
ど
で
、
父
と
生
計
を
別

に
し
て
い
る
児
童
を
育
て
て
い
る

母
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
児
童

18
歳
到
達
後
の
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
障
害

児
に
つ
い
て
は
20
歳
未
満

○
対
象
と
な
る
理
由

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

②
父
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
が
重
度
の
障
害
者
で
あ
る
児

童
④
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
出
生
し
た

児
童

⑤
父
か
ら
１
歳
以
上
遺
棄
さ
れ
て

い
る
児
童

⑥
父
が
１
年
以
上
刑
務
所
な
ど
に

拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

⑦
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児

童
⑧
出
生
の
事
情
が
明
ら
か
で
な
い

児
童

＊
　
上
記
の
要
件
に
該
当
し
て
か
ら

５
年
を
過
ぎ
て
も
手
続
き
を
し
な

い
と
、
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

心
身
に
重
度
又
は
中
度
の
障
害

の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
育
て

て
い
る
父
母
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

○
対
象
と
な
る
児
童

・
目
や
耳
な
ど
身
体
の
不
自
由
な
児

童
・
日
常
の
生
活
を
制
限
さ
れ
る
程
度

の
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
児
童

・
知
的
発
達
に
障
害
の
あ
る
児
童
な

ど
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の

あ
る
児
童

●
所
得
制
限

手
当
を
請
求
す
る
人
の
前
年
の

所
得
が
一
定
額
以
上
の
と
き
は
、

手
当
の
全
部
又
は
一
部
の
支
給
が

停
止
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
手
当
を

請
求
す
る
人
の
配
偶
者
及
び
同
居

し
て
い
る
扶
養
義
務
者
の
所
得
が

一
定
額
以
上
の
と
き
も
、
手
当
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

＊
　
詳
し
く
は
、
役
場
保
健
福
祉
課

福
祉
係
�
88
―
３
１
１
１
内
線

１
４
２
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
制
度
の
ご
案
内

平成13年　優秀運転者表彰の申請受付 交通安全協会西川支部

申請者の資格と要件 申請受付の日時および会場
１　10年表彰（地区）
２　20年表彰（県警本部長と県交通安全協会会長の連名、以下同じ）
３　30年表彰
４　40年表彰
５　50年表彰
・運転経歴は平成12年12月31日現在で計算します。
・申請書は必ず本人の署名押印が必要です。
・『無事故・無違反証明書』交付手数料700円と印鑑を持参ください。

12月17日（日）
午後１時30分～３時

西川町役場ふれあいルーム101
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役場の事務は、12月28日
（木）までとなりますが、
戸籍謄・抄本、住民票及び
印鑑証明事務については、
次のとおり行います。
どうぞ、ご利用ください。

日時 12月29日（金）
午前９時～午後５時

※詳しくは、住民課戸籍係
へお問い合わせくださ
い。

�88－3111
内線132・133

年末の住民票等
窓口事務

12月11日～

12月24日

子育てテレホンサービス
�88－5560

※問い合わせは、曽根保育園（�88－2112）までお願いします。

今回の期間と内容は次の

とおりです。

24時間いつでもご利用い

ただけます。

期　間 内　容

「親と子の信頼

感」について

考える

毎月第４水曜日に住民票

等交付窓口を午後７時まで

延長しています。（12月は

27日です。）

取扱業務は、

戸籍謄・抄本／住民票／印

鑑登録／印鑑証明／年金現

況証明です。

どうぞご利用ください。

住民課窓口からの
お知らせ

入札日

10.24
「越後曽根駅」駅前周
辺環境整備建築本体
工事

工　事　名 場　所 工事費

千円

55,335

工 期

12.11.６
〜

13.３.23

業　者　名

㈱吉田建設

入札日

11.15
水道老朽管敷設替工事
（第２工区）

工　事　名 場　所

与兵衛野
地　　内

工事費

千円

7,560

工 期

12.11.15
〜

13.３.16

業　者　名

新潟藤田・
西川設備経常
共同企業体

10.24
「越後曽根駅」駅前周
辺環境整備電気工事

6,720
12.11.６
〜

13.３.23

植木電気
工事店

11.15
ガス・水道老朽管敷設
替工事（第３工区）

貝柄地内 7,245
12.11.15
〜

13.３.16
㈲タムラ

10.24
「越後曽根駅」駅前周
辺環境整備外構工事

7,875
12.11.６
〜

13.３.23
遠藤建設㈱ 11.15

ガス・水道老朽管敷設
替工事（第４工区）

貝柄地内 13,125
12.11.15
〜

13.３.16

㈲渡辺設備
工業

10.30
第３処理分区幹線管渠
築造（補助第６工区）
工事

36,750
12.10.30
〜

13.３.５
㈱新潟藤田組 11.15

ガス・水道老朽管敷設
替工事（第５工区）

貝柄地内 11,025
12.11.15
〜

13.３.16
北栄建設㈱

10.30
第３処理分区幹線管渠
築造（補助第７工区）
工事

42,525
12.10.30
〜

13.３.５

世紀東急工業
㈱北陸支店
新潟営業所

11.15
六分地内ガス・水道管
入替工事

六分地内 3,728
12.11.15
〜

12.12.18
㈲古島設備

10.31
西川筋広場整備
照明工事

二 番 町
地　　内
（旧役場駐車場）

1,680
12.10.31
〜

13.３.20

西川町電気
工事共同
企業体

11.16
町道第８４６号線舗装
新設工事

大　　潟
浦　　村
地　　内

2,730
12.11.16
〜

13.１.29

世紀東急工業
㈱北陸支店
新潟営業所

10.31
西川筋広場整備
土木工事

二 番 町
地　　内
（旧役場駐車場）

3,780
12.10.31
〜

13.３.20
㈱八百板組 11.16

町道第６号線消雪パイ
プ敷設工事

千隈町・朝日町
五番町・六番町
六分・見帯地内

10,710
12.11.16
〜

13.３.15
㈱加藤建設

10.31
西川筋広場整備
造園工事

二 番 町
地　　内
（旧役場駐車場）

15,750
12.10.31
〜

13.３.20

西川造園
工事共同
企業体

11.16
消雪パイプ用配管敷設
（第１工区）工事

平野地内 4,725
12.11.16
〜

13.３.23
遠藤建設㈱

10.31
町道第６１８号線
道路改良工事

善 光 寺
桑　　山
地　　内

12,075
12.10.31
〜

13.３.20
㈱加藤建設 11.16

消雪パイプ用配管敷設
（第２・３工区）工事

平野地内 7,140
12.11.16
〜

13.３.23
㈱八百板組

11.15
ガス・水道老朽管敷設
替工事（第１工区）

与兵衛野
地　　内

12,600
12.11.15
〜

13.３.16
㈱志登屋工業 11.16

消雪パイプ用配管敷設
工事

中島地内 6,510
12.11.16
〜

13.３.23
遠藤建設㈱

入札結果公表　　　　　　 （百万円以上）

鮮�戸�川崎・�
地　　内�

鮮�戸�川崎・�
地　　内�

鮮�戸�川崎・�
地　　内�

鮮第二区�
地　　内�
戸�

鮮第二区�
地　　内�
戸�

西蒲原地区休日夜間急患センター
では、１年を通して夜間（午後７時
～10時）の内科、小児科の診療を行
っています。
年末、年始における昼間（午前９時

～午後６時）の内科、小児科、歯科の
診療につきましては、12月31日（日）
～１月３日（水）の４日間を予定して
おります。
問い合わせ先
西蒲原地区休日夜間急患センター
�72－5499

年末年始の急患センターの
業務について
お知らせ！
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／

／

／

／

／

／

おくやみ

うぶごえ

最近、家族の名前を言えるようになった瑠花。いつもお姉
ちゃんの後ろを追いかけて何でもまねをする脩人。2人の成
長の早さに驚かされる毎日です。
これからも2人仲良く元気に育ってほしいです。

母　伊藤　友美さん（新田）

このコーナーに登場してくれるちびっこ・赤ちゃん・ペットを募

集しています。企画課まで連絡してください。

大　平　え　り

筒　井　美
み

空
く

小　林　咲
さ

穂
ほ

氏　　名 生月日 保護者名 町内名

／

／

／

芳　則

雅　和

和　人

槇島団地

天 竺 堂

見　　帯

16

16

26

【談】 この作品は、立体的空間図形をパソコンで作成したものです。

立方体をつかい、色をかえて立体感を出しました。

ただ立方体を並べただけでは、おもしろくないと思ったので現実で

は不可能な並びかたをつくって、独特の形にしました。

No.590  ■発行／西川町役場 �959－0492  新潟県西蒲原郡西川町大字旗屋585番地1  ■電話／0256�3111番（代表）■編集／企画課・企画広報係
西川町のホームページアドレス　http://www.niigata-inet.or.jp/nisikawa/ メールアドレス　nisikawa＠niigata-inet.or.jp

わ が 家 の 人 気 者
中　澤　キ　ノ

渡　部　孝　利

加　茂　竹三郎

細　山　弘　之

山　下　與三郎

遠　藤　トシエ

氏　名

89

50

86

47

64

81

年齢

勝　衛

本　人

本　人

清　美

本　人

本　人

死亡
月日

世帯主

矢　島

川崎団地

三番町

中　作

川　崎

町内名

10

11

11

11

11

11

22

3

9

13

17

18

10

10

10

町民のうごき欄に掲載を希望されない方は、戸籍
窓口に届出の際にお申し出ください。

�
伊
藤
　
脩ゆ
う

人と

く
　
ん
（
11
か
月
）

　男�
　女�
　計�
�
世帯数�

転　入�
転　出�
出　生�
死　亡�

21人�
24人�
5人�
7人�

6,118人�
6,592人�
12,710人�

�
3,435

（前月比－5）�

（前月比＋4）�

（10月末日現在）�

ごけっこん

大　滝　修　一
（樋浦）保　香
山　本　哲　弘
（大江）優　子
斎　藤　幸　英
（小林）麻　子

氏名（旧　氏）

大滝　キヨ

山本　豊治

斎藤　幸英

世帯主

学 校 町

平 野

東　　町

町内名

西川中学校３年

高橋　祐一 くん（旗屋）

�
伊
藤
　
瑠る

花か

ち
ゃ
ん
（
２
歳
）


